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　侵入を防止すべき病害虫が発生した場合の発生範囲の特定調査及び初動防除を行う。
　特に、りんご、なし等に被害をもたらす「火傷病」が中国で発生したことが確認された
ため、中国産花粉を回収・廃棄を行い、火傷病の侵入を防ぐとともに、県内での発生に備
え農薬を備蓄する。
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（２）事業内容

２ 要 求 内 容

・植物防疫法において国内にまん延すると有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある
病害虫が発生した場合の発生範囲の特定調査及び初動防除を行う。

（１）要求の趣旨（現状と課題）



（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無

３ 事業費の積算 内訳
事業内容 金額 事業内容の詳細

無

＜消費・安全対策交付金＞
　国10/10

植物防疫法に基づき、各都道府県が国と協力して実施する。

合計 483

決定額の考え方
　

４ 参 考 事 項

委託料 300 処分委託費

補償、補填 150 中国産花粉の補償

（１）各種計画での位置づけ
　植物防疫法第19条（協力指示）
　植物防疫法第29条（都道府県の行う防疫）

（２）国・他県の状況

需用費 33 備蓄用農薬



（県単独補助金除く）

□

■

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

事業開始前 R2年度
(R ) 実績

○指標を設定することができない場合の理由

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

①

　植物防疫法、農薬取締法等に基づき、植物に有害な動植物を駆除し、また、そのま
ん延を防止して農業生産の安全及び助長を図ることを目的としているため。

（これまでの取組内容と成果）

１ 事業の目標と成果

目標 目標 (R ) 達成率

（目標の達成度を示す指標と実績）

指標名
R3年度 R4年度 終期目標

②

事 業 評 価 調 書

新 規 要 求 事 業　

継 続 要 求 事 業

（事業目標）

・化学合成農薬の適正使用により、薬剤抵抗性病害虫の発生を未然に抑えるととも
に、抵抗性の回避や、難防除病害虫に対して代替技術(生物的、物理的、耕種的防除）
を導入して被害を防止し、持続的な農業の実現に資する。
・県内外で警戒する病害虫のが発生した場合、発生範囲の調査及び初動防除を実施す
ることにより県内でのまん延を防ぐ。



・事業が直面する課題や改善が必要な事項

組み合わせて実施する理由
や期待する効果 など

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのよ
うに取り組むのか
　県産農産物の安全性確保と信頼性向上、新たな病害虫等に対する初動対応は継続的
に必要である。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）
組み合わせ予定のイベント
又は事業名及び所管課 【○○課】

(評価) 　
　県内外で警戒する病害虫のが発生した場合、発生範囲の調査及び初動防除
を実施することにより県内でのまん延を防ぐ必要がある。３

（次年度の方向性）

・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)
　３：期待以上の成果あり
　２：期待どおりの成果あり
　１：期待どおりの成果が得られていない
　０：ほとんど成果が得られていない

(評価)

　

・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)
　２：上がっている １：横ばい ０：下がっている

(評価) 　県内外で警戒する病害虫のが発生した場合は、発生範囲の調査及び初動防
除を実施する。

１

（今後の課題）

　全国的に新たな病害虫等に対する侵入が警戒されている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)
　３：増加している ２：横ばい １：減少している ０：ほとんどない


